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表2-1-2 指定材料 

区 分 確認材料名 摘 要 

鋼  材 

構造用圧延鋼材 
 

プレストレストコンクリート用鋼材 
（ポストテンション）  

鋼製杭及び鋼矢板 仮設材は除く 

セメント及び混和材料 
セメント  

混和材料  

セメントコンクリート
製品 

セメントコンクリート製品一般  

コンクリート杭、コンクリート矢板  

塗  料 塗料一般  

その他 

レディーミクストコンクリート  

アスファルト混合物  

場所打杭用レディーミクストコンクリート  

薬液注入材 
 

種子・肥料 
 

薬剤 
 

現場発生品 
 

護岸用吸い出し防止シート  

 

 

5. 材料の保管 

受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しな

ければならない。 

なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督員から指示された場合には、

これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければならない。 

6. 海外の建設資材の品質証明 

受注者は、海外で生産された建設資材のうちJISマーク表示品以外の建設資材を用いる

場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明

書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督員に提出しなければなら

ない。 

なお、表2-1-3に示す海外で生産された建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審

査証明書を材料の品質を証明する資料とすることができる。 
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2. 砕石の材質 

砕石の材質は、表 2-2-6の規格に適合するものとする。 

 

表 2-2-6 安定性試験の限度 

用    途  表層・基層  上層路盤  

損失量  ％  12 以下  20 以下  

[注］試験方法は、｢舗装調査・試験法便覧〔第 2 分冊〕｣の  

      「A004 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法」よる。  

 

3. 砕石の品質 

砕石の品質は、表 2-2-7の規格に適合するものとする。 

 

表 2-2-7 砕石の品質 

用  途  

項  目  
表層・基層  上層路盤  

表 乾 密 度  g/cm3 

吸  水  率   ％  

すり減り減量  ％  

2.45 以上  

3.0    以下  

30    以下 注 ）  

－  

－  

50 以下  

［注 1］表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、粒径 13.2～ 4.75

mm のものについて実施する。  

［注 2］上層路盤用砕石については主として使用する粒径について

行えばよい。  

 

4. 鉄鋼スラグ 

鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ、細長いあるいは偏平なもの、ゴ

ミ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表 2-2-8によるもの

とする。また、単粒度製鋼スラグ、クラッシャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼ス

ラグの粒度規格、及び環境安全品質基準は JIS A 5015（道路用鉄鋼スラグ）によるもの

とし、その他は砕石の粒度に準ずるものとする。 

 

表 2-2-8 鉄鋼スラグの種類と主な用途 

名   称  呼び名  用   途  

単粒度製鋼スラグ  SS 加熱アスファルト混合物用  

クラッシャラン製鋼スラグ   CSS 瀝青安定処理（加熱混合）用 

粒度調整鉄鋼スラグ  MS 上層路盤材 

水硬性粒度調整鉄鋼スラグ   HMS 上層路盤材 

クラッシャラン鉄鋼スラグ   CS 下層路盤材 
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表2-2-15 舗装用石油アスファルトの規格 
         種 類 

 項  目 
40～60 60～80 80～100 100～120 120～150 150～200 200～300 

針入度(25℃) 

1/10mm 

40 を超え 

60 以下 

60 を超え 

80 以下 

80 を超え 

100 以下 

100 を超え 

120 以下 

120 を超え 

150 以下 

150 を超え 

200 以下 

200 を超え 

300 以下 

軟化点 

 ℃ 

47.0～ 

55.0 

44.0～ 

52.0 

42.0～ 

50.0 

40.0～ 

50.0 

38.0～ 

48.0 

30.0～ 

45.0 

30.0～ 

45.0 

伸度(15℃) 

cm 
10 以上 100 以上 100 以上 100 以上 100 以上 100 以上 100 以上 

トルエン 

可溶分 ％ 
99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 99.0 以上 

引火点 

℃ 
260 以上 260 以上 260 以上 260 以上 240 以上 240 以上 210 以上 

薄膜加熱質量 

変化率  ％  
0.6 以下  0.6 以下  0.6 以下  0.6 以下  －  －  －  

薄膜加熱針入度 

残留率  ％  
58 以上 55 以上 50 以上 50 以上 － － － 

蒸発後の質量 

変化率  ％  
－  －  －  －  0.5 以下  1.0 以下  1.0 以下  

蒸発後の 

針入度比  ％  
110 以下  110 以下  110 以下  110 以下  －  －  －  

密度（ 15℃）  

g/c ㎤  
1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 1.000 以上 

［注］各種類とも120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する。 
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号及び 1号）、消石灰（特号及び 1号）、またはそれらを主成分とする石灰系安定材に適

合するものとする。 
 

第 4節 木 材 

2-2-4-1 一般事項 

1. 一般事項 

工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。 

2. 寸法表示 

設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については特に

明示する場合を除き末口寸法とするものとする。 
 

第 5節 鋼 材 

2-2-5-1 一般事項 

1. 一般事項 

工事に使用する鋼材は、錆、腐れ等変質のないものとする。 

2. 鋼材取扱いの注意 

受注者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しなければ

ならない。 

2-2-5-2 構造用圧延鋼材 

構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3101  （一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3106  （溶接構造用圧延鋼材） 

JIS G 3112  （鉄筋コンクリート用棒鋼） 

JIS G 3114  （溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 

JIS G 3140  （橋梁用高降伏点鋼板） 

2-2-5-3 軽量形鋼 

軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS G 3350  （一般構造用軽量形鋼） 

2-2-5-4 鋼 管 

鋼管は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5314  （ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング） 

JIS G 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管） 

JIS G 3443-2（水輸送用塗覆装鋼の異形管） 

JIS G 3444  （一般構造用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3448  （一般配管用ステンレス鋼管） 

JIS G 3451  （水輸送用塗覆装鋼の異形管） 

JIS G 3452  （配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3454  （圧力配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3455  （高圧配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3456  （高温配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3457  （配管用アーク溶接炭素鋼鋼管） 
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表 2-2-18 普通ポルトランドセメントの品質 
品       質 規       格 

比  表  面  積   cm2/ｇ 2,500 以上 
凝      結       

ｈ  

始   発 1 以上 
終   結 10 以下 

安定性 

パット法 良 
ルシャチリエ法  

mm 
10以下 

圧  縮  強  さ 

N/mm2 

３ d 12.5 以上 
７ d 22.5 以上 
28d 42.5 以上 

水  和  熱 

J/g 

７ d 350 以下 
28d 400 以下 

酸化マグネシウム％ 5.0 以下 
三酸化硫黄％ 3.5 以下 
強熱減量％ 5.0 以下 

全アルカリ (Na o eq)％ 0.75 以下 
塩化物イオン％ 0.035 以下 

［注］普通ポルトランドセメント（低アルカリ形）については、全アルカリ  

(Na o eq)の値を 0.6％以下とする。 

 

 

4. 原材料、検査等の規定 

原材料、検査、包装及び表示は、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の規定による。 

2-2-6-3 混和材料 

1. 適用規格 

混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ）

の規格に適合するものとする。 

2. コンクリート用膨張材 

混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202（コンクリート用膨張材）の

規格に適合するものとする。 

3. 高炉スラグ微粉末 

混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206（コンクリート用高炉スラグ微粉

末）の規格に適合するものとする。 

4. 混和剤の適合規格 

混和剤として用いる AE 剤、減水剤、AE減水剤、高性能 AE減水剤、高性能減水剤、流

動化剤及び硬化促進剤は、JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合するも

のとする。 

5. 急結剤 

急結剤は、「コンクリート標準示方書（規準編） JSCE-D 102-2013 吹付けコンクリー

ト（モルタル）用急結剤品質規格（案）」（土木学会、平成 25年 11月）の規格に適合す

るものとする。 
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2-2-6-4 コンクリート用水 

1. 練混ぜ水 

コンクリートの練混ぜに用いる水は、上水道または JIS A 5308（レディーミクストコ

ンクリート）附属書 C（レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水）の規格に適

合するものとする。また、養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有

害量含んではならない。 

2. 海水の使用禁止 

受注者は、鉄筋コンクリートには、海水を練混ぜ水として使用してはならない。ただし、

用心鉄筋やセパレータを配置しない無筋コンクリートには、海水を用いることでコンクリ

ートの品質に悪影響がないことを確認したうえで、練混ぜ水として用いてよいものとする。 

 

第 7節 セメントコンクリート製品 

2-2-7-1 一般事項 

1. 一般事項 

セメントコンクリート製品は、有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。 

2. 塩化物含有量 

セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン

（Cl-）の総量で表すものとし、練混ぜ時の全塩化物イオンは 0.30 ㎏/m3以下とするもの

とする。 

なお、受注者は、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。 

3. アルカリ骨材反応抑制対策 

受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策に

ついて」（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 14年 7月 31日）及び「アルカリ骨材

反応抑制対策について」の運用について（国土交通省大臣官房技術調査課長通達、平成

14年 7月 31日）を遵守し、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認した資料を監督員に

提出しなければならない。 

2-2-7-2 セメントコンクリート製品 

セメントコンクリート製品は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 5361（プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則） 

JIS A 5364（プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則） 

JIS A 5365（プレキャストコンクリート製品－検査方法通則） 

JIS A 5371（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） 

JIS A 5373（プレキャストプレストレストコンクリート製品） 

JIS A 5406（建築用コンクリートブロック） 

JIS A 5506（下水道用マンホールふた） 

JSWAS A-1 （下水道用鉄筋コンクリート管） 

JSWAS A-2 （下水道用推進工法用鉄筋コンクリート管） 

JSWAS A-5 （下水道用鉄筋コンクリート卵形管） 
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2-2-8-3 再生用添加剤 

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（平成 26年 7月改正 政令第 269号）

に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表 2-2-24、表 2-2-25、表 2-2-26

の規格に適合するものとする。 

 

表 2-2-24 再生用添加剤の品質（エマルジョン系） 

路上表層再生用  

項    目 単位 規格値 試験方法 

粘    度  (25℃ ) SFS 15～ 85 舗装調査･試験法便覧 A072 

蒸  発  残  留 分 ％  60 以上 舗装調査･試験法便覧 A079 

蒸
発
残
留
物 

引   火  点  (COC) ℃  200 以上 舗装調査･試験法便覧 A045 

粘      度  (60℃ ) mm2/S 50～ 300 舗装調査･試験法便覧 A051 

薄膜加熱後の粘度比 (60℃ )  2 以下 舗装調査･試験法便覧 A046 

薄膜加熱質量変化率  ％  6.0 以下 舗装調査･試験法便覧 A046 

  

 

表 2-2-25 再生用添加剤の品質（オイル系） 

路上表層再生用  

項    目 単位 規格値 試験方法 

引    火    点 (COC) ℃  200 以上 舗装調査･試験法便覧 A045 

粘        度 (60℃ ) mm2/S 50～ 300 舗装調査･試験法便覧 A051 

薄膜加熱後の粘度比 (60℃ )  2 以下 舗装調査･試験法便覧 A046 

薄膜加熱質量変化率  ％  6.0 以下 舗装調査･試験法便覧 A046 

 

 

表 2-2-26 再生用添加剤の標準的性状 

プラント再生用 

項   目 標準的性状 

動 粘 度 (60℃)    mm2/S 80～1,000 

引 火 点         ℃ 250 以上 

薄膜加熱後の粘度比 (60℃) 2 以下 

薄膜加熱質量変化率     ％ ±3 以内 

密 度 (15℃)       g/cm3 報告 

組 成（石油学会法 JPI-5S-70-10） 報告 

［注］密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため 0.95g/cm3とするこ 

とが望ましい。 
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かもひび割れが入らないものとする。 

2. 注入目地材 

注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。 

3. 注入目地材の物理的性質 

注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、

かつ、耐久的なものとする。 

4. 加熱施工式注入目地材 

注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。  

2-2-10-2 目地板 

目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応し、かつ耐久性に優れたものとする。 

 

 

第 11節 塗 料 

2-2-11-1 一般事項 

1. 一般事項 

受注者は、JIS規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製

造者の製品を使用するものとする。 

2. 塗料の調合 

受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。 

3. 錆止めに使用する塗料 

錆止めに使用する塗料は、油性系錆止め塗料とするものとする。 

4. 道路標識支柱の錆止め塗料等の規格 

道路標識の支柱の錆止め塗料若しくは下塗り塗料は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS K 5621（一般用錆止めペイント） 

JIS K 5674（鉛・クロムフリー錆止めペイント） 

5. 塗料の保管 

受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令及び諸法

規を遵守しなければならない。 

6. 塗料の有効期限 

塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは製造後 6ケ月以内、その他の塗料は製造後

12ケ月以内とし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。 

 

 

第 12節 道路標識及び区画線 

2-2-12-1 道路標識 

標識板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するものと

する。 

(1) 標識板 

JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 
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